
避難確保計画提出の流れ 

 

 

 

 

消防計画に併記する場合

施設から提出物を

施設所管課へ提出

提出物・チェックリストを、

施設所管課で確認

施設所管課から危機管理課へ報告

危機管理課での確認後、

施設へ連絡

施設から消防本部予防課に

計画を提出

避難確保計画を単独で作成又は

他の計画に併記する場合

施設から提出物を

施設所管課へ提出

提出物・チェックリストを、

施設所管課で確認

施設所管課から危機管理課へ報告


